
特例措置基準８（市街化調整区域に存する既存住宅団地の自己用住宅）
フローチャート

建築確認申請 建築確認

建築主→町→県 県→建築主

・適法な既存建築物の建替えを行う場合

2ｍ以上の擁壁等 工作物確認

・適法な建築物が建ったことがある更地で 工作物確認申請 県→建築主

　新築する場合 建築主→町→県 工事着手 工事完了

・無許可、無確認の建築物の建替えを行う場合 公共下水 工事完了届

・建築物が建ったことがない更地で新築 建築主→町 建築主→町

　する場合 ⑤都計法第４３条

建築許可申請

町上水道 給水工事 完了検査

県

県→建築主

⑤都計法第２９条

開発許可申請 検査済証交付

県→建築主

建築主→町→県

（添付書類）

委任状 砂防法申請 同　許可

附近見取図 建築主→町（建設課）→県

敷地現況図

敷地横断図

求積図（道路接道延長の確認できるもの） 自然公園条例（普通）届出 （30日以内に指示等がない場合）

配置図 建築主→町（産業観光課）→県

平面図

立面図（２面以上）

土地利用計画断面図 その他関係法令の手続き

字限図 建築主→関係機関

登記簿謄本

理由書

排水・給水計画平面図

排水計画縦断図

排水施設構造図 建築行為取扱承認基準（注意事項）

排水流域図 ① 特例措置対象団地承認区域内でかつ、１宅地かねがね２００㎡以上（団地によっては150㎡以上）の敷地であること。

造成計画平面図 ② 容積率１００％以下、建蔽率６０％以下及び、地上部の階数２、最高高さ１０ｍ以内であること。

造成計画縦横断図 ③ うぐいす台・猪名川グリーンランド住宅団地、木津東山住宅地は公園整備協力金を納入すること。（木津東山団地は特例措置基準８ではなく地区計画）

構造・規模図書 ④ 都計法第４３条の許可を受ける際、都計法施行令第36条の基準を満たすことが必要であり、

防災計画図 特に旭ヶ丘住宅団地は、敷地の安全性について確認し、対策を講じること。

町長との協定書の写し

暫定措置対象団地承認通知書写し

その他町長が必要と認める図書
（自治会長へ説明したことの確認資料）

③建築行為協定締結

建築主←→町

②建築行為事前協議

建築主→町

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

建
築
主

○ ○ ○

現状更地であっても、諸事情等で県民局において
建替と判断されるものであれば、それに伴い建替え
のフローに準じるものとする。

○ ○

・県民局での確認申請

・民間確認機関での確認申請

②都計法規則第60条証明申請
建築主→町→県

許可 建築主→町 建築主→町建築主→町→県

○

○

県→建築主○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

建築物

○ ○ ○

使用開始

②建築行為
承認申請

⑤法第４３
条申請

※法第２９
条申請

※区画形質の変更を伴う建築物の建築については、都市計画法第29条の開発許可を受
ける必要があります。なお、特例措置基準８は、法第43条に基づく建築許可を受けようとす
る際の立地基準（都市計画法施行令第36条第1項第３号ホ）であり、区画形質の変更を伴
う「開発行為」を行う際の立地基準ではありません。

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○

手続き完了

関係機関→建築主

○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○

○

公園整備協力金 ５０，０００ 円
※うぐいす台・猪名川グリーンランド住宅団地、木津東山団地は公園整備協力金
を納入すること。（木津東山団地は特例措置基準８ではなく地区計画）


